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仕様書 
 
 

１ 委託件名 

令和７年度仙台市障害者交通費助成事業に関する交付会場運営等業務委託 

 

２ 履行期間 

契約日から令和７年９月26日まで 

 

３ 委託業務 

（1） 業務概要 

仙台市（以下「発注者」という。）は，障害者の社会参加を促進し，もって障害者の福

祉の増進を図ることを目的として，仙台市障害者交通費助成事業（以下「本事業」とい

う。）を実施しており，同事業実施要綱に規定する者に利用券（ふれあい乗車証，福祉タ

クシー利用券，自家用自動車燃料費助成券）を交付することにより，交通費を助成してい

る。 

利用券の有効期間は，毎年10月１日から翌年の９月30日までと定めていることから，利

用券の交付を受けた者（以下「利用者」という。）に対し，新しい有効期間での利用券の

交付（以下「更新」という。）に必要となる文書等の送付や，各区役所における利用券の

交付を行うため，下記のとおり，本事業に関する印刷・発送業務及び交付会場運営業務を

委託するもの。 

 

① 印刷・発送業務 

発注者が，利用者ごとに本事業実施要綱に定める交付を受けることのできる要件を判

定した結果に応じ，交付手続文書等の帳票について，発注者が示す仕様等をもとに印刷

し，発注者の指示に基づき，利用者に発送するもの。 

 

② 交付会場運営業務 

各区役所における利用券の交付対応や交付実績の記録などを行う体制を確保し，運営

するもの。 

   

（2）業務スケジュール（予定） 

① 印刷・発送業務 

時期 業務内容 

５月中旬～６月上旬 帳票校正 

６月上旬～６月下旬 帳票データ挿入部分のファイルレイアウト調整 

８月上旬～８月 28 日 帳票印刷・発送準備 

８月 29 日 帳票発送 
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② 交付会場運営業務 

時期 業務内容 

５月中旬～７月下旬 交付実績記録入力補助・チェックシステム開発 

６月上旬～６月下旬 マニュアル・ＦＡＱ作成 

７月 各交付会場打ち合わせ 

７月下旬～８月下旬 マニュアル・ＦＡＱ修正・完成 

８月上旬 交付実績記録入力補助・チェックシステム運用テスト 

８月26日～８月28日 窓口ＳＶ研修 

９月１日～９月２日 従事者研修 

９月３日～９月19日 交付会場運営 

 

（3）各業務の詳細 

①印刷・発送業務 

ア 履行期間及び履行場所 

(ア) 交付手続文書等の印刷及び送付 

履行時期 履行場所 

令和７年５月12日から令和７年８月29日まで 受注者が設置する場所 

 

イ 業務内容 

(ア) 帳票の印刷 

・受注者は，下表のとおり，発注者が提供する電子記録データにより，帳票等を印刷

すること。なお，帳票１～３については，発注者が利用者ごとの整理番号，氏名，

郵便番号，住所など30項目程度を令和７年８月上旬までにcsvファイルにより提供

し，利用者ごとに可変印字により作成する。また，帳票１～３の仕様等におけるバ

ーコードは数字10桁の整理番号とし，音声コードは，発注者が生成し，電子記録デ

ータに含め，提供する。 

 種別 用途 仕様等 予定数量 

1 
交付手続文

書① 

交付要件を満た

すことを確認し

た利用者に交付

手続きを案内 

A4・上質 55・両面印刷・表 1

色/裏 1 色・３ツ折加工・バー

コード印字有（NW-７規格）・

網掛け表示有・音声コード表示

有・切り欠き有（２ヶ所） 

31,700 枚 

2 
交付手続文

書② 

交付要件を満た

さないことを確

認した利用者に

有効期限が切れ

ることを案内 

A4・色上質薄口（ブルー）・両

面印刷・表 1 色/裏 1 色・３ツ

折加工・バーコード印字有

（NW-７規格）・網掛け表示

有・音声コード表示有・切り欠

き有（２ヶ所） 

100 枚 

3 
交付手続文

書③ 

交付要件を確認

するため書類提

A4・色上質薄口（オレンジ）・

両面印刷・表 1 色/裏 1 色・３
2,400 枚 
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出など必要な利

用者に手続きを

案内 

ツ折加工・バーコード印字有

（NW-７規格）・網掛け表示

有・音声コード表示有・切り欠

き有（２ヶ所） 

4 説明資料 
交通費助成の対

象要件等を説明 

A4・色上質薄口（うぐいす

色）・両面印刷・表 1 色/裏 1

色・３ツ折加工 

35,000 

(800) 
枚 

5 点字シール 

視覚障害者宛て

の窓付封筒に貼

付 

文字印字なし・透明素材・上下

判別可能な加工有 
1,600 枚 

6 窓付封筒 
帳票１～５送付

用 

230×120・クラフト紙・表 1

色・グラシン窓１カ所 

35,000 

(800) 
部 

※予定数量のうち，再発行用として（）内の数量を含む。 

・予定数量については，令和６年10月時点の利用者数をもとに積算した数字のため，

当該数量を大幅に上回ることが判明した場合には，発注者と受注者で別途協議す

ることとする。 

・帳票の印刷にあたっては，発注者による校正を３回程度行い，校了後，発注者の承

認を得たうえで印刷すること。 

・対象データの受け渡しについては，発注者が指定する場所において電子記録データ

を保存したＣＤ－ＲＯＭ等の電子記録媒体の受け渡しにより行うこととする。 

なお，電子記録媒体を使用する場合には，搬送は受注者が行うものとし，搬送に係

る費用は受注者の負担とする。 

・発注者が提供した対象データについては，本業務終了後，受注者が使用する電子機

器内から全て削除するものとし，電子記録媒体は遅延なく発注者へ返却すること。 

 

(イ) 封入・封緘 

・受注者は，発注者の指示する帳票を発注者の指示に従い封入・封緘すること。 

・封入・封緘作業にあたっては，組合せ，封入，納品時の形状等について封入テスト

を経て，発注者の内容確認，了承を経てから実施するとともに，他の者の帳票混入

防止策を講じるほか，事故発生時に原因の特定が容易となるよう，作業ログの取

得・保管等の対策を講じること。 

 

(ウ) 成果物の仕分け，箱詰め 

・受注者は，封入・封緘した帳票を発注者の指示に基づき仕分けしたうえで箱詰めす

る。 

なお，箱詰めに必要となる箱については，受注者が用意するものとする。 

 

(エ) 成果物の引抜き 

・受注者は，発注者から提供される引抜きリストをもとに，成果物の引抜きを行う。

引抜きした成果物は，件数及び対象者を確認のうえ，同件数の封筒と共に，発注者

が指定する期日までに発注者に引き渡すこと。 
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(オ) 郵送（郵便局への搬入） 

・受注者は，発送予定の差出郵便局ごとの発送件数，引抜件数，搬入箱数を記録した

集計表を，件数及び箱数が確定次第，すみやかに発注者に提出すること。 

・受注者は，発注者から料金後納郵便物差出票（発送票）を引き受け，箱詰めした成

果物とともに，発注者の指示に基づき仙台市内各差出郵便局へ搬入すること。な

お，各郵便局への運搬に係る費用は受注者が負担するものとする。 

・成果物の発送については，区内特別郵便を適用させ，発注者が指定する郵便局へ搬

入することを基本とするが，通数不足等により区内特別郵便の条件から外れたもの

については，区内特別郵便の記載が無い状態で，原則として発注者が指定する郵便

局へ搬入すること。 

・受注者は，成果物の発送後すみやかに，各行政区（総合支所含む）における差出郵

便局毎の発送件数，引抜件数，搬入箱数を記載した報告書を発注者に提出するこ

と。 

 

(カ) 成果物の一時保管，再発行用の印刷物の納品等 

・受注者は，成果物を郵送するまでの間，受注者が用意する場所において成果物を

一時的に保管すること。なお，保管に係る費用は受注者が負担するものとする。 

・受注者は，帳票４及び６のうち再発行用の成果物について，発注者が指定する期

日までに発注者が指定する場所に納品すること。なお，納品に係る費用は受注者

が負担するものとする。 

・受注者は，当該業務の過程で各帳票が破損又は汚損した場合は，受注者の責任に

おいて再作成するとともに，当該破損物又は汚損物と経過を記載した報告書を発

注者に提出すること。 

 

(キ) その他留意事項 

・印刷用電子データ提供，校正，引抜き等の詳細なスケジュールは，発注者と契約締

結後に協議すること。 

 

②交付会場運営業務 

ア 交付実績記録入力補助・チェックシステム開発 

(ア) 履行期間及び履行場所 

履行時期 履行場所 

令和７年５月12日から令和７年８月８日まで 受注者が設置する場所 

 

(イ) 業務内容 

A 要件定義 

・本仕様書及び別紙要求定義書をもとに，発注者と十分協議しながら，要件定義

書を作成・提出し，発注者の承認を得ること。 

B 設計 

・本仕様書及び要件定義書をもとに，発注者と詳細な仕様や要件等を十分協議し

ながら，設計書を作成・提出し，発注者の承認を得ること。特に交付手続文書

や利用券に印字するバーコードの読み取りやエラーチェック等について，本業
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務の帳票や業務フローとの整合を図るよう，留意すること。 

C 開発 

・本仕様書，要件定義書及び設計書をもとに，発注者と十分協議しながら，開発

し，発注者の承認を得ること。 

D 試験 

・開発したシステムの試験を行い，発注者に試験結果報告書を提出し，発注者の

承認を得ること。 

E 操作マニュアル 

・操作方法などを記載した操作マニュアルを作成し，発注者に提出すること。 

 

イ 交付会場運営準備 

(ア) 履行期間及び履行場所 

履行時期 履行場所 

令和７年６月２日から令和７年９月２日まで 受注者が設置する場所 

 

(イ) 業務内容 

A 交付会場運営準備に係る体制確保 

・受注者は，交付会場運営準備に係る業務管理者を１名以上確保すること。 

・業務管理者は，交付会場運営準備に係る統括的な責任者として，マニュアル及

びＦＡＱの作成や事前打合せ，研修実施に係る進捗管理や，発注者との連絡，

調整及び協議等を行う。 

B マニュアル及びＦＡＱの作成等 

・受注者は，発注者が提供するマニュアル及びＦＡＱを踏まえ，効率的な運営業

務を遂行するにあたり最適な業務フローを検討すること。 

・業務フローをもとに，本事業の概要，各交付会場のレイアウト，交付会場の来

庁者への案内，交付手続文書の受付・確認，交付実績の記録，利用券の交付・

説明等を含めたマニュアル及びＦＡＱを作成・提出し，令和７年６月30日まで

に発注者の承認を得ること。 

C 事前打合せ 

・受注者は，窓口ＳＶも含め，発注者と交付会場運営に係る事前の打合せを行い，

そこでの質問や意見等を踏まえ，必要に応じて，マニュアル及びＦＡＱを修正

し，令和７年８月22日までに発注者の承認を得ること。 

D 研修 

・業務管理者は，委託業務の遂行にあたり，窓口ＳＶ及び従事者に必要な知識及

び能力を習得させるため，下表のとおり研修を実施すること。なお，研修２に

ついては，窓口ＳＶ及びＳＶ補助が行うこととする。 

 対象者 研修場所 研修実施時期 研修内容 

1 窓口Ｓ

Ｖ・ＳＶ

補助 

発注者が指定す

る場所 

令和７年８月26

日から令和７年

８月28日まで 

本事業概要，障害理解，

業務内容，ロールプレイ

ング 
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2 従事者 各区役所交付会

場又は発注者が

指定する場所 

令和７年９月１

日から令和７年

９月２日まで 

本事業概要，障害理解，

業務内容，ロールプレイ

ング 

※研修１は窓口ＳＶに必要な知識及び能力について，研修２は従事者に必要

な知識及び能力について，対象者が習得することを目的とする。 

ＳＶ補助については，交付会場で窓口ＳＶが休憩等で不在の時間帯に，代

理で窓口ＳＶの業務を行うことから，研修１を受講する。 

・研修で使用する資料は，事前に発注者の承認を得るものとし，各研修終了後

は，その研修内容，研修対象者，研修対象者からの質問及びその対応等を記

した研修実施報告書を作成し，すみやかに発注者に報告すること。 

・受注者が必要と認める場合には，別途研修を実施して差し支えないが，研修

場所の確保や経費については，受注者の負担とする。 

 

ウ 交付会場運営 

(ア) 履行期間及び履行場所 

履行期間 履行場所 

令和７年９月３日から令和７年９月19日まで 

青葉区役所交付会場 

宮城野区役所交付会場 

若林区役所交付会場 

太白区役所交付会場 

泉区役所交付会場 

・業務時間（会場の開設準備から締め作業までを含む）は祝日を除く月曜から金曜の午

前８時30分から午後５時15分までを基本とする。 

 ※会場の混雑状況等によっては最大で30分程度延長する。 

・会場の窓口開設時間は午前８時45分から午後５時00分（最終受付）までとする。 

 

(イ) 業務内容 

業務内容の概要は下記のとおりであり，詳細については，マニュアルで定める。 

A 窓口ＳＶ及びＳＶ補助（以下「窓口ＳＶ等」という。）は，各区障害高齢課職

員より，交付実績記録表が保存されたＣＤ－ＲＯＭを受け取る。 

B 窓口ＳＶ等及び従事者は，各区役所交付会場において，窓口開設時間までに開

設準備を行う。 

C 案内業務従事者は，来庁者への案内や番号札の発券，場内整理などを行う。 

D 受付交付業務従事者は，利用者が持参した交付手続文書等により交付する利用

券を確認し，利用券の種類に応じてEもしくはFの発券対応を行う。 

E ふれあい乗車証の場合は，利用者が持参したふれあい乗車証を受け取り，交付

会場に設置した交付機による更新処理を行ったうえ，更新後のふれあい乗車証

を発券する。 

F ふれあい乗車証以外の場合は，発注者が提供する利用券に，受付交付業務従事

者が必要事項を追記のうえ，発券する。 

G 交付実績記録業務従事者は，交付手続文書及び発券された利用券等をもとに，
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発注者が提供する交付実績記録表に，交付実績（交付した利用券の種類，交付

日，福祉タクシー利用券及び自家用自動車燃料費助成券の交付番号等）を記録

する。なお，交付実績の記録にあたっては，交付手続文書，福祉タクシー利用

券及び自家用自動車燃料費助成券に印字するバーコードの読み取りや交付実績

記録入力補助・チェックシステムなどにより，効率化を図り，1時間あたり120

件の処理件数を可能とすること。 

H 受付交付業務従事者は，発券した利用券を利用者へ交付する。 

I 従事者は，交付対応時の利用者からの定型的な質問等に，ＦＡＱに基づき回答

する。 

J 窓口ＳＶ等は，マニュアルで定める発注者が対応する事案等について，各区障

害高齢課職員への取り次ぎを行う。 

K 窓口ＳＶ等及び従事者は，履行期間の毎日，各区役所交付会場において，最終

受付分の交付終了後に，会場の締め作業を行う。 

L 窓口ＳＶは，会場の締め作業後，各区障害高齢課職員に利用者からの提出書類

及び交付実績記録表が保存されたＣＤ－ＲＯＭを渡す。 

M 窓口ＳＶ等及び従事者は，業務時間内に対応可能な範囲で，発注者の指示に基

づき，利用者から提出された交付手続文書等の並び替えなど，軽易な事務作業

を行う。 

N 業務管理者は，交付会場運営に係る総括的な責任者として，交付会場運営業務

全体の進行管理や，発注者との連絡，調整及び協議等を行う。 

O 業務管理者は，市民からの問い合わせ内容や発注者からの要請により，マニュ

アル及びＦＡＱの内容を随時更新すること。なお，発注者からの要請以外の更

新を行う場合は，発注者に遅滞なく報告し，承認を受けること。 

P 業務管理者は，業務履行においてマニュアル及びＦＡＱ等によりがたい事案が

発生した場合は，発注者に相談し，指示を仰ぐこと。 

Q 受注者は，交付会場開設期間終了後に，貸与物品を遅滞なく発注者に返還する

こと。 

 

(ウ) 人員体制 

・受注者は，発注者と協議のうえ，下表の履行場所における業務の履行に必要な人員

を配置すること。その際は，下表の業務ごとに最低限確保する人数を維持しつつ，

窓口ＳＶ等及び従事者の昼食や休憩時間も適切に確保すること。ただし，交付会場

の状況に応じて，発注者と受注者の協議により，下表によらず，適切な配置に変更

できるものとする。 

履行場所 
業務ごとに最低限確保する人数 

案内 受付交付 交付実績記録 

若林区役所

交付会場 

午前8時45分から11時

00分まで：１人 

上記以外の時間：なし 

午前12時00分から午後２時00

分まで：２人 

上記以外の時間：３人 

１人 

上記以外の

交付会場 
１人 

午前８時45分から午前11時00

分まで：５人 
１人 
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午前11時00分から午後３時00

分まで：３人 

午後３時00分から午後５時00

分まで：４人 

・上記の従事者以外に全会場を総括する業務管理者を，各会場に窓口ＳＶを各１名以

上専任で確保すること（窓口ＳＶが休憩等で不在の時間帯は，ＳＶ補助が代理で窓

口ＳＶの業務を行うこと）。 

・突発的な事故や自然災害などのやむを得ない事情により，上記体制の確保が困難な

場合は，発注者と受注者の協議により，交付会場の運営に支障が出ることのないよ

う，必要な対応を行うものとする。 

・窓口ＳＶは，担当する各会場の従事者の指導・フォロー，情報共有，業務管理者と

の調整等を行える体制を確保すること。 

・業務管理者は，業務時間中を通じて各区役所交付会場及び発注者と連絡がとれる体

制を確保すること。 

 

(エ) 処理見込件数 

令和６年10月時点の利用者数をもとに積算した処理見込件数は，下記のとおり。 

履行場所 処理見込件数（件） 

青葉区役所交付会場 6,700 

宮城野区役所交付会場 5,600 

若林区役所交付会場 3,900 

太白区役所交付会場 8,000 

泉区役所交付会場 6,600 

 

(オ) その他留意事項 

・受注者は，交付会場における処理件数や待合人数の程度，意見・苦情等を記録・管

理し，毎日の交付会場運営業務終了後に，すみやかに発注者に報告すること。 

・受注者は，交付会場運営業務に従事する全ての者（窓口ＳＶ及び業務管理者含む）

の名簿を，当該従事者の業務従事（事前打合せや研修受講を含む）開始日の14日前

までに提出すること。また，従事者に変更が生じた場合には，すみやかに変更後の

名簿を提出すること。 

 

４ 経費の負担区分 

 経費区分 負担者 

１ 郵送料 発注者 

２ 発注者が提供する場所に係る家賃・光熱水費，発注者が貸与する什

器（受付窓口用の机，椅子，呼び出し用の番号札など）  

発注者 

３ 研修場所（②イ（イ）Ｄの表に定める研修場所に限る），交付会場運

営業務における履行場所内での休憩スペース 

発注者 

４ 業務で使用する事務用品，バーコード（NW-７規格）の読み取りが可

能な機器，ノートPC，事務機器等（携帯電話を含む） 

受注者 
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５ 受注者が使用する携帯電話の電話料金 受注者 

※発注者が提供する場所に備品等を設置する際には発注者の許可を得ること。 

 

５ 個人情報及び情報資産の取扱い 

・受注者は，本市の定める「仙台市個人情報保護条例」，「仙台市行政情報セキュリティポ

リシー」，「個人情報等の取扱いに関する特記仕様書」，「行政情報の取扱いに関する特

記仕様書」を十分理解し，本業務履行の過程で知り得た個人情報の一切の漏洩を禁止す

る。 

なお，個人情報以外の行政情報についても，個人情報に準じた取り扱いを行うこと。 

・受注者は，本市の指定する「個人情報等の適正な取扱いの確保に関する調査票」を，入札

日を含め３開庁日までに提出し，発注者の確認を受けること。 

 

６ 環境への負荷の低減 

庁舎・施設の使用及び業務の遂行にあたっては，「仙台市環境行動計画」の内容を理解

の上，環境関連法令等を遵守し，周辺環境への影響を低減することはもとより，温室効果

ガスの排出削減や，プラスチック資源をはじめとした資源の分別，ごみの減量・リサイク

ルに積極的に取り組むなど，できる限り環境配慮に努めること。 

 

 ７ 委託料の支払 

委託料については，本市が受注者から受けた業務遂行状況や業務完了届の報告に基づ

き，必要な検査を行ったうえで，別記区分払い内訳書に定める区分ごとに支払う。 

 

８ その他 

（1）業務実施にあたっては，本事業実施要綱や発注者の承認を受けたマニュアル，ＦＡＱ等の

他，発注者の指示に従いながら進めること。 

（2）発注者は，業務の実施状況について受注者に報告を求めることができるものとする。 

（3）委託業務の履行にあたり，業務の一部について再委託が必要な場合は，必ず事前に本市の

承諾を得ること。 

なお，本仕様書に記載する事項に関する指揮，管理，監督及び事故発生時の対応等に係る

業務の再委託は原則として禁止する。 

（4）本業務により得られたデータ及び成果品は，発注者に帰属するものとし，発注者の許可な

く他に使用あるいは公表してはならない。 

（5）受注者は，ソフトウェアの開発にあたり，適当なパッケージソフトウェア等を入手して開

発母体とすることができる。この場合，開発母体の使用権については受注者がその手続を

行うものとする。 

（6）開発したソフトウェアのソースプログラムの知的財産権は，開発部分については，本市に

帰属し，開発母体は以前の所有者に帰属する。また開発部分の個々の部品単位の知的財産

権は受注者にあり，開発部分及び開発母体の使用権は本市にあるものとする。 

（7）受注者は，著作権，肖像権その他個人・団体等の権利を侵害しないよう十分留意するこ

と。 

（8）受注者は，「障害を理由とする差別の解消の推進に関する仙台市職員対応要領」及び「障

害を理由とする差別の解消の推進に関する仙台市職員対応要領留意事項」に準じて，合理
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的配慮の提供を行うこと。 

（9）この仕様書に定めのない事項については，発注者，受注者双方が協議の上，これを決定す

る。 

  



 

11 

 

 

【参考：成果物又は提出物に係る履行時期又は提出時期一覧】 

 

 成果物又は提出物 履行時期又は提出時期 

１ 個人情報等の適正な取扱いの確保に

関する調査票 

入札日を含め３開庁日まで 

２ 契約書に定める提出書類（業務履行

計画表，業務担当者届，着手届） 

契約締結後14日以内 

３ 帳票（発送物） 令和７年８月29日（帳票発送予定日） 

４ 集計表（発送物） 件数及び箱数が確定次第すみやかに 

５ 報告書（発送物） 発送後すみやかに 

６ 帳票（再発行用の印刷物） 発注者が指定する期日 

７ 要件定義書 成果物ごとの提出時期の定めなし 

（履行時期：令和７年５月12日から令和７

年８月８日まで） 

８ 設計書 

９ 交付実績記録入力補助・チェックシ

ステム 

10 試験結果報告書 

11 操作マニュアル 

12 マニュアル・ＦＡＱ 令和７年６月30日まで 

（事前打合せを踏まえた修正時期：令和７

年８月22日まで） 

13 研修実施報告書 各研修終了後すみやかに 

14 交付会場運営従事者名簿 業務従事（事前打合せや研修受講を含む）

開始日の14日前まで 

15 交付会場運営に係る報告書 毎日の交付会場運営業務終了後すみやかに 

※ 仕様書に提出時期の定めのないものについては，発注者及び受注者が協議し，業務履

行計画表等で提出時期を定めることにより，適切に進捗管理を行う。 
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別紙 

 

交付実績記録入力補助・チェックシステム要求定義書 

 

１ 目的 

本業務における利用券の交付実績について，交付実績記録表に正確かつ効率的に記録するた

め，バーコード読み取りによる検索及び入力補助やエラーチェックを実行するもの。 

 

２ 使用するアプリケーション 

  Microsoft Excel 2021 

 

３ データ項目（予定） 

  交付実績記録表に登載する利用者ごとのデータ項目及び用途は下表のとおりとする。 

  なお，用途のうち，検索用項目は，利用者の特定や利用者ごとの属性による検索のために使

用する項目を，入力用項目は，利用者の交付実績を記録するために使用する項目を，エラー

チェック用項目は，エラーチェックの実行に際して参照する項目を示す。 

No 項目名称 用途 備考 

検索用

項目 

入力用

項目 

エラーチェ

ック用項目 

1 整理番号 〇 

 

- - 本業務において利用者ごとに設

定する数字（10 桁）のユニーク

キー 

2 管理区 〇 - - 利用者の本事業に係る事務を所

管する区役所・総合支所 

3 氏名 〇 - - 利用者本人の氏名 

4 宛名コード 〇 - - 発注者が業務において個人に付

番している数字（10 桁） 

5 現在券種 〇 - - 利用者が利用しているいずれか

の券種 

6 ふれあい乗車

証交付済 

- 〇 - ふれあい乗車証の交付の有無を

記録 

7 福祉タクシー

利用券交付済 

- 〇 - 福祉タクシー利用券の交付の有

無を記録 

8 自家用自動車

燃料費助成券

交付済 

- 〇 - 自家用自動車燃料費助成券の交

付の有無を記録 

9 交付日 - 〇 - 利用券を交付した日付を記録 

10 交付番号 - 〇 - 福祉タクシー利用券及び自家用

自動車燃料費助成券の利用券ご

とに付番している数字※（10

桁）を記録 
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No 項目名称 用途 備考 

検索用

項目 

入力用

項目 

エラーチェ

ック用項目 

11 ふれあい乗車

証返却案内済 

- 〇 - ふれあい乗車証について，発注

者への返却を求める対応を行う

場合に記録 

12 備考 - 〇 - 他の項目に該当しない記録事項

を記録 

13 入力者 - 〇 - 利用者に係る入力を発注者又は

受注者のいずれが行ったかを記

録 

14 通知分類 - - 〇 利用者に送付した交付手続文書

の分類 

15 交付対象外 - - 〇 交付手続文書の印刷・発送後

に，要件を満たさなくなった利

用者に設定するフラグ 

16 ふれあい乗車

証交付可否 

- - 〇 利用者へのふれあい乗車証交付

可否又は条件を表示 

17 福祉タクシー

利用券交付可

否 

- - 〇 利用者への福祉タクシー利用券

交付可否又は条件を表示 

18 自家用自動車

燃料費助成券

交付可否 

- - 〇 利用者への自家用自動車燃料費

助成券交付可否又は条件を表示 

※ 福祉タクシー利用券と自家用自動車燃料費助成券で数字の重複はない 

 

４ 必要とする機能 

(1) 交付手続文書に印字するバーコード読み取りによる対象者の検索 

記録を行う利用者の誤りの防止や検索作業の効率化を図るため，交付手続文書に印字す

るバーコード（NW-７規格）を読み取ることで，当該整理番号を入力せずとも，交付実績

記録表の利用者ごとの整理番号のレコードに遷移すること。 

 

(2) 利用券に印字するバーコード読み取りによる交付番号等の入力 

入力誤りの防止や入力作業の効率化を図るため，ふれあい乗車証の入力処理に係るバー

コード（NW-７規格）を読み取ることで，ふれあい乗車証交付済，交付日，入力者を入力

すること。 

また，福祉タクシー利用券及び自家用自動車燃料費助成券に印字するバーコード（NW-

７規格）を読み取ることで，福祉タクシー利用券交付済又は自家用自動車燃料費助成券交

付済，交付番号，交付日，入力者を入力すること。 
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(3) 処理対象外文書の受付時のメッセージ表示 

交付手続文書②及び③については，交付会場での処理対象外とすることから，交付会場

での受付の誤りを防止するため，(1)の検索時に当該利用者の通知分類が交付手続文書②

又は③である場合に，任意のメッセージを表示できること。 

また，交付手続文書①についても，当該文書の印刷・発送後に，対象者が交付要件を満

たさなくなる場合があることから，誤交付を防ぐため，当該利用者について，交付対象外

のフラグが設定されている場合，(2)の入力処理時に，入力処理を行わず，任意のメッセ

ージを表示できること。 

 

(4) 交付済の利用者の受付時のメッセージ表示 

同一の利用者から複数回申請されるなどにより，重複して利用券を交付することを防ぐ

ため，(2)の入力処理時に，ふれあい乗車証交付済，福祉タクシー利用券交付済，自家用

自動車燃料費助成券交付済，交付日，交付番号のいずれかにデータが存在している場合

に，入力処理を行わず，任意のメッセージを表示できること。 

 

(5) 利用券交付可否に応じた受付時のメッセージ表示 

利用者ごとに選択できる利用券の可否が異なることから，利用できない券種を誤って交

付することを防ぐため，(2)の入力処理時に，要件に該当しない利用券を選択している場

合に，入力処理を行わず，任意のメッセージを表示できること。 

  また，本事業実施要綱に定める交付要件について，挙証資料等による確認を要する利用

券を選択している場合に，書類等による確認を適切に行った後に入力処理を行うよう，

任意のメッセージを表示できること。 

 

 

５ その他 

本要求定義書に定めの無い事項については，発注者と受注者で協議する。 



別記 

個人情報等の取扱いに関する特記仕様書 

 

１ 定義 

（１）個人情報 

個人情報の保護に関する法律第 2条第 1項（仙台市議会における業務を委託する場合にあっては，

仙台市議会の個人情報の保護に関する条例第 2条第 1項）に規定する個人情報をいう。 

 

（２）死者情報 

   死者に関する情報であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個

人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ，それにより，特定の個人

を識別することができることとなるものを含む。）をいう。 

 

（３）個人情報等 

   個人情報及び死者情報を総称していう。 

 

２ 個人情報等の適正な取扱い 

 

（１）個人情報等の取扱い 

この契約において，「個人情報等の取扱い」とは，個人情報等に関する収集，記入，編集，加工，

修正，更新，検索，入力，蓄積，変換，合算，分析，複写，複製，保管，保存，搬送，伝達，出力，

消去，廃棄等の一切の行為をいう。 

 

（２）個人情報等の適正な取扱いに関する規定の遵守 

受注者は，この契約の履行に伴う個人情報等の取扱いについて，個人情報の保護に関する法律又

は仙台市議会の個人情報の保護に関する条例及び仙台市死者情報保護事務取扱要綱の趣旨に則り，

業務委託契約書に規定する個人情報等の保護に関する事項を遵守しなければならない。 

   

（３）個人情報等の取扱いについての再委託の禁止 

受注者は，この契約の履行に伴う個人情報等の取扱いについて，再委託をしてはならない。 

ただし，特別な事情があると発注者が認めた場合はこの限りではない。 

 

（４）個人情報等の適正な取扱いの確保に関する調査票の遵守 

受注者は，発注者に提出した個人情報等の適正な取扱いの確保に関する調査票に記載した事項を

遵守しなければならない。 

 

３ 個人情報等の取扱いを行う場所及び作業内容 

 

（１）作業場所及び作業内容 

個人情報等の取扱いを行う場所（以下「作業場所」という。）及び作業内容は，別紙「個人情報等

の取扱いに係る作業場所及び作業内容に関する届」のとおりとする。 

 

 

（２）届の提出等 

受注者は，「個人情報等の取扱いに係る作業場所及び作業内容に関する届」を，個人情報等の取扱

いに係る作業の開始前までに発注者に提出しなければならない。 

 



（３）作業場所等の変更 

受注者は，作業場所又は作業内容について変更しようとする場合は，変更の理由を付して発注者

に書面で申し入れ，変更後の作業場所又は作業内容について，発注者による事前の調査及び承認を

受けなければならない。 

なお，作業場所の変更には，別の場所への切替えのほか，区画，部屋等の仕切りの変更，設備の

改造等を含む。 

 

４ 個人情報等の取扱いに係る体制 

 

（１）管理監督者 

① 管理監督者とは，個人情報等保護責任者及び,作業責任者をいう。 

 

② 個人情報等の取扱いに係る作業の管理監督者は，別紙「個人情報等の取扱いに係る管理監督

者に関する届」（以下「管理監督者届」という。）のとおりとする。 

 

（２）作業従事者 

個人情報等の取扱いに係る作業従事者は，別紙「個人情報等の取扱いに係る作業従事者に関する

届」（以下「作業従事者届」という。）のとおりとする。 

 

（３）誓約書 

受注者は，管理監督者及び作業従事者に対して，個人情報等の取扱いに関する遵守事項を周知し，

社内において，個人情報等の適正な取扱いに関して誓約書に押印させ，提出させなければならない。 

 

（４）届等の提出等 

受注者は，管理監督者届，作業従事者届及び誓約書の写しを，個人情報等の取扱いに係る作業の

開始前までに発注者に提出しなければならない。 

 

（５）管理監督者又は作業従事者に関する変更等 

① 受注者は，管理監督者又は作業従事者について変更し，追加し，又は減少させようとする場合

は，変更等の理由を付して発注者に書面で申し入れ，管理監督者又は作業従事者の変更等につい

て，発注者の事前の承認を受けなければならない。 

管理監督者又は作業従事者に関する事項（役職，氏名，経歴，資格，作業内容，所属，身分そ

の他個人情報等の保護に関して重要な事項）について変更しようとする場合も同様とする。 

② ①による管理監督者又は作業従事者の変更等にあたっては，申入れの書面に，変更後の管理監

督者届，作業従事者届及び誓約書（誓約書については，変更又は追加された管理監督者又は作業

従事者の分に限る。）を添付しなければならない。 

 

（６）第三者による個人情報等の取扱いの禁止等 

① 受注者は，（４）の届に記載した者又は（５）の発注者の承認を受けた者以外の個人及び法人そ

の他の団体（以下「第三者」という。）に，個人情報等の取扱いを行わせてはならない。 

② 受注者は，この契約の履行において，第三者に個人情報等の取扱いを行わせる必要があると判

断するときは，その理由を付して発注者に書面で申し入れ，当該第三者による個人情報等の取扱

いについて，発注者の事前の承認を受けなければならない。 

 

５ 個人情報等の受渡し，搬送 

 

（１）個人情報等の受渡し 

① 受注者は，個人情報等の受渡し（納品，貸与品の返却に伴うものを含む。以下同じ。）について，



その日時，場所，担当者，内容，数量等の必要な事項を計画として定め，当該計画を記載した書

面を発注者に提出しなければならない。 

② 発注者及び受注者は，現に個人情報等の受渡しを行う場合には，その日時，場所，担当者，内

容，数量等の必要な事項について記録した書面を作成し，受渡し完了後に発注者と受注者双方の

署名，押印等をもって確認するものとする。 

 

（２）個人情報等の搬送 

① 受注者は，個人情報等の搬送について，その日時，経路，担当者，荷物の梱包状況，使用車両，

交通手段等の必要な事項を計画として定め，当該計画を記載した書面を発注者に提出しなければ

ならない。 

② 発注者及び受注者は，現に個人情報等の搬送を行う場合には，その日時，経路，担当者，荷物

の梱包状況，使用車両，交通手段等の必要な事項について記録した書面を作成し，搬送完了後に

発注者と受注者双方の署名，押印等をもって確認するものとする。 

 

（３）計画の変更等 

受注者は，個人情報等の受渡し及び搬送に関する計画を変更しようとする場合は，変更後の計画

を記載した書面を発注者に提出しなければならない。 

 

（４）計画を記載した書面等の統合 

個人情報等の受渡し及び搬送に関する計画を記載した書面（変更に係るものを含む。）及び現に個

人情報等の受渡し及び搬送を行う場合の記録の書面は，発注者と受注者の協議により，これらの書

面の全部若しくは一部又はこの契約の履行に係る他の書面と統合して作成し，使用することができ

る。 

 

６ 個人情報等の保護に関する計画 

 

（１）人的，物理的及び技術的な保護に関する措置の計画 

受注者は，個人情報等の取扱いにあたっての人的，物理的及び技術的な保護に関する以下の措置

について具体的な計画を定め，当該計画を記載した書面を発注者に提出し，事前に発注者の承認を

受けなければならない。 

・個人情報等の保護，適正な取扱いに関する遵守事項の周知（周知文の配付，掲示等） 

・個人情報等の保護に関する研修等の実施 

・管理監督者の作業への立会い・監督等の体制の整備（管理監督者の人数，立会い時間，作業の開

始・終了，休憩時間の監督体制等） 

・作業場所等における管理監督者及び作業従事者の表示（名簿の作成，掲示等） 

・管理監督者，作業従事者，訪問者等第三者の識別（識別票の携行，名札の着用等） 

・作業場所で従事している者の把握（出欠の表示等） 

・作業分担の周知・確認（作業分担表の作成，掲示，配付等） 

・作業従事者の入替わり・交代の手順（入替わり・交代に要する時間，業務の引継ぎ・確認等） 

・作業場所への出入の管理（守衛，ＩＤカード等による入室権限の確認等） 

・作業場所の施錠の管理（施錠者・開錠者の指定，鍵の保管方法等） 

・作業に使用する機器類（主にパソコン，外付けドライブ等の情報機器等）の限定・特定（種類・

性能，台数等の確認，複数業務の同時並行処理の禁止等） 

・持込み・持出し品等の管理（出入者，許可者，日時，目的，持出し・持込み物品の記録等） 

・個人情報等の保管方法（耐火保管庫の設置・利用，保管庫の鍵の管理等） 

・個人情報等の管理方法（保管場所からの持出し，返却方法等） 

・個人情報等の不正な複製，複写等の防止（持ち運び型の電磁的記録媒体への記録・複製の権限管

理，紙媒体の複写の権限管理等） 



・防犯（守衛による巡視，機械による監視等） 

・防火（防火責任者の指定等） 

・物品紛失，盗難等の防止（端末等のワイヤー固定，外部記録媒体等の物品の数量管理等） 

・個人情報等への不正なアクセスの防止（ＩＤ・パスワードによる権限確認，アクセス記録の作成・

保管，ネットワークからの独立等） 

・個人情報等の送信防止（電子メール等による個人情報等の送信の防止等） 

・個人情報等の改ざん・破壊・漏えい等の防止（ウィルスチェックの実施，作業機器への不要なソ

フトウェアの導入禁止等） 

・事故・障害による被害の拡大防止（バックアップの適切な取得，バックアップの保管方法，補助

電源の設置等） 

・事故・障害発生時の緊急連絡体制の整備（発注者・受注者・その他の関係者等の連絡網の作成，

周知等） 

・作業状況の報告（作業日報の作成，定期的又は発注者の要求に応じた作業状況の報告等） 

・作業上不要な情報の消去，廃棄等（消去・廃棄方法の指定とその確認・記録等） 

・契約の終了・解除又は発注者の指示による貸与品の返却，成果品の納品，複写物等の消去・廃棄

等（返却・納品・消去・廃棄方法の指定とその確認・記録等） 

 

（２）受注者の工夫等 

① （１）の措置の事項は例示であって，受注者が，この契約の履行にあたり特に必要とされる措

置又は受注者の工夫による保護の措置について計画することを妨げない。 

② 受注者は，（１）の措置について，これらを複合的に実施し，個人情報等の保護をより確実なも

のとしなければならない。 

 

（３）計画の変更等 

受注者は，個人情報等の保護に関する計画を変更しようとする場合は，変更後の計画を記載した

書面を発注者に提出し，事前に発注者の承認を受けなければならない。 

 

（４）計画の是正等 

① 発注者は，受注者の提出した計画を記載した書面（変更に係るものを含む。）について，個人情

報等の保護に関する措置として不十分な点があると認めるときは，受注者に是正を求めることが

できる。 

② 受注者は，発注者による是正の要求に対して，速やかに対応しなければならない。 

 

７ 立会い，実地調査等 

 

（１）作業への立会い 

① 受注者は，この契約の履行に係る個人情報等の取扱いの作業について，発注者が立会いを求め

る場合は，これを拒否してはならない。 

ただし，受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は，その理由を

明示して，発注者の立会いを拒否することができる。 

② 発注者は，①のただし書きにより，作業への立会いを拒否された場合は，受注者に対して作業

状況の報告を求めることができる。 

 

 

（２）個人情報等の取扱いに関する調査 

① 発注者は，この契約の履行に係る個人情報等の取扱いの状況について，受注者の作業場所その

他の施設について，定期又は不定期に調査を行うことができる。 

この契約が終了し，又は解除された場合においては，この契約の履行に係る個人情報等の取扱



いに関する事項に限り，受注者に対して調査を行うことができる。 

② 受注者は，①の調査を拒否してはならない。 

ただし，受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は，その理由を

明示するとともに，この契約の履行に係る個人情報等の取扱いが適正であることを証明したとき

に限り，発注者の調査を拒否できる。 

 

（３）個人情報等の取扱いに関する改善指導 

①発注者は，（２）に規定する調査により，受注者の個人情報等の取扱いに不適切な点を認めたとき

は，受注者に対して，必要な是正措置をとるべきことを請求することができる。 

②受注者は，発注者による是正措置の請求に対して，速やかに対応しなければならない。 
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行政情報の取扱いに関する特記仕様書 

 

１ 行政情報 

（1）行政情報の範囲 

この契約において，「行政情報」とは，仙台市行政情報セキュリティーポリシー第１章（２）⑧に

定めるものをいい，仙台市（以下「発注者」という。）が貸与したもののほか,受注者が収集し，又は

作成したもの（成果物，成果物の途中にあるもの等）も含むものとする。 

 

（2）行政情報の取扱い 

この契約において，行政情報の取扱いとは，行政情報に関する収集，記入，編集，加工，修正，更

新，検索，入力，蓄積，変換，合算，分析，複写，複製，保管，保存，搬送，伝達，出力，消去，廃

棄などの一切の行為をいう。 

 

２ 行政情報の適正な取扱い 

（1）秘密の保持 

受注者は，この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

 

（2）再委託の禁止 

受注者は，業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし，発注者の書面による承

諾を得た場合は，この限りでない。 

 

（3）委託目的以外の使用及び第三者への提供の禁止 

① 受注者は，この契約による事務に関して知り得た行政情報をみだりに他人に知らせ，又は不当

な目的に使用してはならない。この契約が終了し，又は解除された後においても同様とする。 

② 受注者は，その使用する者に対し，在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して

知り得た行政情報をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に使用してはならないことなど，行

政情報の取り扱いに関して必要な事項を周知しなければならない。 

 

（4）複写及び複製の禁止又は制限 

受注者は，発注者の指示又は承諾があるときを除き，この契約による事務を処理するために発注者

から貸与された行政情報が記録された資料等を複写し，又は複製してはならない。 

 

（5）事故発生時における報告義務 

受注者は，行政情報を記録している媒体に滅失，盗難，改ざんその他の事故が発生したときは，直

ちに，当該事故の経緯及び被害状況を調査し，必要な措置を講じ，速やかに発注者に報告し，発注者

の指示に従うものとする。契約が終了し，又は解除された後においても同様とする。 

 

（6）行政情報の消去等 

  受注者は，この契約が終了し，又は解除された際には，この契約の履行に供した行政情報を記録し 

た記録媒体については，①または②の方法により適切に措置するものとし,③の方法で報告する。 

①  米国国立標準技術研究所が規定する方式，又はそれと同等以上の品質を定義した方式に準拠

したデータ消去ソフトを用い，当該行政情報が記録された記録媒体のデータ消去を行うこと。 

（a） データ消去の回数は，準拠する消去方式が求める回数以上とする。 

（b） データ消去の実施後は，行政情報を記録していた媒体（シリアル番号または製造番号,

型式などが判別できるもの）ならびに適切にデータ消去が完了したことを示す画面表

示を，証拠資料として写真撮影すること。 

②  データ消去ソフトによる行政情報の消去が行い難い場合は，米国国立標準技術研究所が規定

する方式，又はそれと同等以上の品質を定義した方式に準拠した方法により，物理破壊また
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は暗号化技術を利用した消去を行うものとする。 

（a） 物理破壊には磁気によるデータ消去を含むものとする。 

（b） 磁気によるデータ消去は，米国国家安全保障局が規定する最新の方式により行うこと。 

（c） 特殊機材等，代替性に乏しく高額製品であり，物理破壊を実施する機会費用が大であ

る場合は，当該製品の製造会社等が推奨する方法により実施すること。但し，当該製

造会社等が推奨する方法の妥当性・合理性について確認できる書証等の提供を受ける

ものとする。 

（d） データ消去の実施後は，行政情報を記録していた媒体（シリアル番号または製造番号,

型式などが判別できるもの）を，証拠資料として写真撮影すること。 

③  以下の起算日から 5営業日以内に「データ消去報告書」を本市に提出すること。 

 庁舎外に持ち出して①または②を実施 左記以外の場合 

起 算 日 庁舎外への持ち出し日 ①または②の実施日 

（a） 報告書には,記録媒体名（型式）や台数,消去実施日,方法（方式）などを明記し,証拠

写真を添付すること。 

（b） データ消去の対象となる記録媒体が多数におよび，5営業日を超える場合は，別途「デ

ータ消去計画書」を作成し，適切に工程管理を行うこと。 

（c） 記録媒体の処理数が大量にあることに伴い，上記(b)の計画期間が長期（1 か月以上）

に及ぶ場合は、データ消去が完了したものより順次「データ消去報告書」を提出する

ものとする。 

  

３ 立会い及び実地調査 

（1）作業への立会い 

① 受注者は，この契約の履行に係る行政情報の取扱いの作業について，発注者が立会いを求める

場合は，これを拒否してはならない。 

ただし，受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は，その理由を

明示して，発注者の立会いを拒否することができる。 

② 発注者は，①のただし書きにより，作業への立会いを拒否された場合は，受注者に対して作業

状況の報告を求めることができる。 

 

（2）行政情報の取扱いに関する調査 

① 発注者は，この契約の履行に係る行政情報の取扱いの状況について，受注者の作業場所その他

の施設について，定期又は不定期に調査を行うことができる。 

この契約が終了し，又は解除された場合においては，この契約の履行に係る行政情報の取扱い

に関する事項に限り，受注者に対して調査を行うことができる。 

② 受注者は，①の調査を拒否してはならない。 

ただし，受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は，その理由を

明示するとともに，この契約の履行に係る行政情報の取扱いが適正であることを証明したときに

限り，発注者の調査を拒否できる。 

 

４ 契約解除及び損害賠償 

（1）契約解除 

発注者は，受注者が本特記仕様書に定める義務を履行しない場合は，本特記仕様書に関連する委託

業務の全部又は一部を解除することができる。 

（2）損害賠償 

受注者は，（1）の規定により契約が解除されたことにより発注者に損害を及ぼしたときは，その

損害を賠償しなければならない。 

 

 


